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令和 4 年度の初頭にあたりご挨拶申し上げます。

日頃は自治会の活動にご理解とご協力をいただき誠にありがとうござい

ます。

昨年はワクチン接種が広く実施され感染収束への効果が期待されました

が、オミクロンという新種の変異株により第 5 波、6 波の拡散を見、特に

高齢者の罹患が増えました。今後ともウイルスは常に我々の周囲に存在し

ているとの認識が必要です。自分と周囲の人を守るため、積極的にワクチ

ン接種を受け、人混みを避けマスクの着用・手洗い・消毒を励行しましょう。

町自治会も、昨年は残念ながら予定していた年間活動が中止や規模縮小になりました。今年度

も感染の収束状況を見ながら出来ることから実施したく思います。

ところがコロナ感染の心配事に加えて、欧州での戦争勃発という大変な社会不安事態が発生し

ました。多数の難民、とりわけ泣き叫ぶ子供たちの姿は悲惨です。一刻も早く停戦し事態が収束

することを祈ります。

何か明るい話題は・・・・と思っているところに、イオンモールに出店されている「無印良品」

さんから地元で生産された野菜等の食材を仕入れ・販売を通して地域の役に立ちたいとの説明があ

りました。コロナ感染防止対策で消費の落ち込み・農産物の販売不振を経験している地元生産者

に少しでも励みになれば幸いと思います。参加希望者は名乗りをあげてください。今後の進展を期

待いたします。
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【豊 浦】【上上津】

新１年生

採田 芳博

長尾婦人会長 ご挨拶

神戸市北消防団長尾支団長 ご挨拶

【下上津】

ご入学おめでとうございます。
将来、何になりたいか、たずねました。

【上上津】

昨年度は、新型コロナウイルスの感染拡大により、制約の多い中での活動で

した。こんな時だからこそ、会員相互の繋がりを大切にしたいとの思いで、ハイ

キング、グラウンドゴルフ、体操教室、新聞エコバック作り等を行いました。

会員皆様の協力と婦人会を支えてくださいました各方面の皆様に感謝いたし

ます。令和 4 年度は、仲良く楽しい婦人会！ 皆の健康と元気を活動の柱にし

たいと思っています。皆様の参加をお待ちしています。

立春の候、地域の皆様には、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

北消防団長尾支団では新型コロナ感染防止対策を講じて活動しています。

平成 25年 12月に「消防団を中核とした地域防災力の充実強化」に関する法律

が制定され、長尾支団は施設、装備も充実しています。火災、災害発生時には万

全の体制で出動し、取組まなくてはなりません。現在、97 名で安全第一に取組ん

でいます。今後とも団員の確保、活動にご支援、ご協力をお願い致します。

北消防団長尾支団 令和4年度分団長 (敬称略)

第一分団長 坊ヶ内 豊 (留任)

第二分団長 伯耆 智輝 (留任)

第三分団長(第 2班代表) 山本 直人 (昇任)

同 副分団長(第 1班代表) 名越 勝美 (昇任)

第四分団長 岡田 龍二 (昇任)

令和４年度の消防団各分団班の

分団長等は右のとおりです。

本年度もよろしくお願いいたします。

消防団コーナー

小南秀富美
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出張所で、固定資産税の証明の取り扱いが終了しました。

竹林の整備

【 上上津 】

神戸市街に住まわれている今津修平氏が、岩谷地区の西の端、吉川

町市野瀬との境界近くの空き家と山林を購入され、岩谷里づくり協議

会の拠点施設として、屋外交流・体験学習施設の整備を続けられています。

今津氏は、都市集中型の暮らしから自然共生型の暮らしを取り入れ

ていくことが必要になると考えておられ、この土地と出会ったことで、

都市近郊の里山の持続可能性に対する実験・実践に取り組まれています。

この施設は主に都市部に住む方々を対象に、竹林の整備、里山広葉

樹林の整備、炭づくり、農作物の栽培などを体験学習できるフィール

ド(活動の場)で、里山の保全、耕作放棄地の問題解決に寄与すること

を目標にされています。

1 月 23 日、「ふれあいの里・おくっちょ」で、神戸市

立博物館所蔵の旧長尾村古地図のパネル完成を記念して

講演会が開催されました。講師は「古地図で見る神戸」な

どの著者で、神戸新聞社常務取締役の大国正美氏。古地

図から読み解ける、江戸時代の長尾の様子を解説してい

ただきました。町内から集まった約 70 人が、身近な興味

深い話に耳を傾け、昔の長尾の風景に思いを馳せました。

古地図からは、慶長以降の宅原と上津の村の変遷やため池築造の順序などが分かり、田んぼ毎に書

き込まれた内容からは、長尾の殆どが上総国飯野藩の領地で、その中に田安家や保科家の領地が散在

していたことが分かりました。どんなお代官さまがいたのかな？

固定資産税の証明（土地・家屋の課税証明、納税証明、評価証明等）の出張所での

取り扱いが終了しました。3月 1日からは、新長田にある税の合同庁舎に郵送申請を

お願いします。

所得課税証明、軽自動車税の納税証明等は、引き続き行っています。

令和 4 年度 長尾町行事計画

期 日 内 容

7 月下旬 北消防団長尾支団・防コミ合同訓練

8 月 28 日(日) 河川・道路愛護クリーン作戦

9 月 4 日(日) 第 43 回町民ゴルフ大会

9 月 19 日(月祝) 敬老祝品の配布

10 月 2 日(日) 秋まつり (長尾神社)

10 月 9 日(日) 秋まつり (一之宮・熊野・大歳神社)

10 月 23 日(日) 第 34 回町民運動会

11月2日(水)3日(祝) 第 43 回趣味と芸術作品展

1 月 9 日(月祝) 新成人お祝い品の配布

1 月中～下旬 新春のつどい

未 定 第 11 回オープングラウンドゴルフ大会

こんにちは赤ちゃん

岩谷地区に里づくり拠点施設

長尾出張所からのお知らせ

講演会「今、蘇る２００年前の長尾の風景」
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兵庫県警察官採用試験を受験される 35 歳までの健康な男女を

募集しています。

ご興味のある方は長尾交番又は有馬警察署まで (電話 981-0110)

上上津地区では昨年「指定棚田地域」に指定されたこと

を機に、傾斜が 1/20 以上の棚田、5ha を守ることを目的に

「上上津の棚田を守る会」を設立しました。

会員は棚田を管理する農家 20人です。本年度から「中山

間地域等直接支払制度」の交付金を活用し、条件の悪い棚

田の保全管理に取組みます。

3月 9日、一之宮神社境内の立木を伐採しました。神殿前の階段の左右にある「くすのき」と「ア

ラカシ」の根が成長して、木の近くにある鳥居や灯籠を地中より押し上げて傾かせていました。この

まま放置すると倒壊させる恐れがあるため、専門業者に伐採を依頼しました。費用は約36万円。神社

会計と宅原大字協議会からの補助を活用しました。

朝 9 時から大型クレーン車を用いた作業を行い、事故もなく無事終了しました。

〈上上津〉三谷 範夫 さん [満 85才] R3.12.20

〈下上津〉芝 トシ子 さん [満 98才] R4.11.14

〈下上津〉北 治一 さん [満 91才] R4.11.30

〈下上津〉大江 和久 さん [満 85才] R4.12.13

〈上上津〉流田 邦弘 さん [満 75才] R4.13.20

〈有 井〉大北 昇 さん [満 87才] R4.13.20

伐採前

有馬警察署からのお知らせ

一之宮神社境内にある立木を伐採

上上津の棚田を守る会

辻範行さんに感謝状

永年にわたり有馬地域交通安全活動推進委員の活動に取り組

まれた功労を称え、有馬警察署長から辻範行さん（上上津）に

感謝状が贈呈されました。

永年の活動、ごくろうさまでした。

伐採後

＊中山間地域等直接支払制度とは農業の生産条件が不利な中山間地域等において、平地との格差を是正し、

農業生産活動を継続するため、農地の傾斜と面積に応じた交付金が支払われる制度です。

新型コロナウイルスの感染拡大から約2年。今まで

遅々として進まなかったものがオンライン化されたり、

紙からデータに変わったりと大幅に進化されたものも

ありますが、子どもたちから多くの経験も奪いました。

春を迎え、子どもたちが気兼ねなく外で走り回れる世

の中になって欲しいものだと感じます。 H.N

おくやみ 編集後記


